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   最低制限価格（低入札価格調査基準額）の改正について 

 

 日頃から，本市の入札及び契約事務について格別の御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げま

す。 

 さて，「工事」の最低制限価格及び低入札価格調査基準額を求める計算式について，下記のとおり，

中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに準拠した内容に改正することとしたので，お知らせし

ます。（色付き部分が改正箇所） 

記 

１ 改正後の計算式の適用を開始する日 

  令和４年５月１日から 

  なお，令和４年４月３０日以前に公告を行った案件については，改正前の計算式を適用します。 

２ 改正の内容 

 「柏市契約事務取扱要領」別表４（工事に係る最低制限価格及び低入札価格調査の基準となる額） 

最低制限価格及び低入札価格調査基準額の算出（計算式） 上限額 下限額 

 以下の①から④までの合計額とする。ただし，②から④を諸経費として一

括計上する場合は，①と⑤の合計額とする。なお，①から⑤の項目名は予定

価格の内訳を指す。 

①直接工事費に１００分の９７を乗じて得た額 

②共通仮設費に１００分の９０を乗じて得た額 

③現場管理費に１００分の９０を乗じて得た額 

④一般管理費に１００分の６８５５を乗じて得た額 

⑤諸経費に１００分の４５を乗じて得た額 

予定価格

に１００

分の９２

を乗じて

得た額 

予定価格

に１００

分の７５

を乗じて

得た額 

※１ 上述の予定価格は，消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とする。 

※２ 上述の計算式における合計額並びに上限額及び下限額に，１，０００円未満の端数があるとき 

  は，その端数額を切り捨てる。 

※３ 上述の計算式における合計額が，上限額を超える場合は上限額を，下限額に満たない場合は下 

  限額を，最低制限価格又は低入札価格調査基準額とする。 

 



（参考）「柏市契約事務取扱要領」別表５（工事に係る低入札価格調査において失格となる基準額） 

 ※低入札価格調査失格基準額について，改正はありません 

低入札価格調査失格基準額の算出（計算式） 

 以下の①から④までの合計額とする。ただし，②から④を諸経費として一括計上する場合は，①と

⑤の合計額とする。なお，①から⑤の項目名は予定価格の内訳を指す。 

①直接工事費に１００分の７５を乗じて得た額 

②共通仮設費に１００分の７０を乗じて得た額 

③現場管理費に１００分の７０を乗じて得た額 

④一般管理費に１００分の３０を乗じて得た額 

⑤諸経費に１００分の４５を乗じて得た額 

※１ 上述の予定価格は，消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とする。 

※２ 上述の計算式における合計額に１，０００円未満の端数があるときは，その端数額を切り捨てる。 

３ 問い合わせ先 

  柏市財政部契約課 

  電話０４－７１６７－１１２１ 

 


